
 

＋

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

＋ ＋

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第58号は、産業・建設委員長報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第59号 市道路線の変

更についての１件について、産業・建設委員長

の報告は、原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第59号は、産業・建設委員長報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、日程第７、請願第４号 地域と中小企

業の金融環境の改善と金融の円滑化を求める意

見書採択についての請願の１件について、産

業・建設委員長の報告は、採択であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ご異議なしと認めます。よって、

請願第４号は、産業・建設委員長報告のとおり

決定いたしました。 
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○大沼 久議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

 渋谷佐輔予算特別委員長。 

  （渋谷佐輔予算特別委員長登壇） 

○渋谷佐輔予算特別委員長 おはようございます。 

 今定例会において、予算特別委員会に付託に

なりました議案第62号 平成18年度長井市一般

会計補正予算第２号を初め、特別会計補正予算

４件、水道事業会計補正予算１件の合計６議案

につきまして、審査いたしました経過と結果に

ついてご報告申し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、去る９

月19日開催し、審査が行われたところでありま

す。 

 審査に当たっては、各補正予算の概要につい

て担当課長より説明を受けた後、４名の委員の

総括質疑が行われ、終了後に細部審査が行われ

たところであります。 

 その詳細につきましては、議長を除く全員で

構成する委員会審査でありますので、ここで再

び審査の状況、経過などについて申し上げるこ

とを省略させていただき、後刻、会議録により

ご承知おきくださいますようお願いを申し上げ、

審査の結果のみご報告を申し上げます。 

 議案第62号 平成18年度長井市一般会計補正

予算第２号、議案第63号 平成18年度長井市国

民健康保険特別会計補正予算第１号、議案第64

号 平成18年度長井市公共下水道事業特別会計

補正予算第３号、議案第65号 平成18年度長井

市農業集落排水事業特別会計補正予算第３号に

つきましては、いずれも起立全員をもって原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第66号 平成18年度長井市介護保

険特別会計補正予算第１号、議案第67号 平成

18年度長井市水道事業会計補正予算第２号につ

きましては、挙手全員をもって原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位より出され

ました質疑、意見等について十分意を用いられ、

事務の執行に当たられますよう希望を申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○大沼 久議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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＋



 

○大沼 久議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

＋

 まず、日程第８、議案第62号 平成18年度長

井市一般会計補正予算第２号の１件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第62号の１件について、予算特別委員長

の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第62号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第63号 平成18年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第１号から

日程第12、議案第66号 平成18年度長井市介護

保険特別会計補正予算第１号までの４件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、順次採決いたします。 

 まず、日程第９、議案第63号 平成18年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第１号の１

件について、予算特別委員長の報告は、原案可

決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○大沼 久議長 起立多数であります。よって、

議案第63号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第10、議案第64号 平成18年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第３号の

１件について、予算特別委員長の報告は、原案

可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第64号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第11、議案第65号 平成18年度長

井市農業集落排水事業特別会計補正予算第３号

の１件について、予算特別委員長の報告は、原

案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第65号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第12、議案第66号 平成18年度長

井市介護保険特別会計補正予算第１号の１件に

ついて、予算特別委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第66号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第13、議案第67号 平成18年度長

井市水道事業会計補正予算第２号の１件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第67号の１件について、予算特別委員長

の報告は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○大沼 久議長 起立全員であります。よって、

議案第67号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 

 

委員会付託の省略について 
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